
令和３年 11 月 18 日 

保護者 様 

西脇市教育委員会 

西脇市立西脇中学校 

 

市内小中学校への留守番電話の導入について 

 

 紅葉の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本市教育の推進にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

 さて、教職員の長時間勤務が常態化し、心身の健康維持が危惧される状況にあり、社会的

な関心事となっています。教職員が、心身ともに健康な状態で子どもたち一人ひとりと向き

合い、やりがいを持って職務に従事できる環境と時間を確保するために、教職員の業務負担

の軽減を図ることが課題となっております。 

 そこで、本市では、教職員の働き方改革の趣旨を踏まえ、勤務時間の適正化を図るため、

「定時退勤日」や「ノー部活デー」、「学校園閉庁日の設定」等に取り組んでまいりました。 

さらにこの度、市内小中学校における早朝・夜間、休日等の勤務時間外の電話対応を見直し、

留守番電話（音声ガイダンスによる対応）を導入することとなりました。 

 保護者、地域の皆様には、本取組の趣旨をご理解いただき、ご支援、ご協力賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

 

１、留守番電話による対応について 

 ⑴運用開始までのスケジュール 

11 月 24 日（水）～30 日（火） 留守番電話試行運用開始 

12 月 01 日（水）～ 留守番電話本格運用開始 

 ⑵留守番電話で対応する時間帯について 

授業日 完全下校時刻１時間後～翌日午前７時 30 分の間 

夏休み等長期休業期間の平日 午後４時 45 分～翌日午前８時 15 分の間 

土日、祝日、年末・年始、 

学校閉庁日（８月中旬の３日間） 
終日 

  ※年末・年始：12 月 29 日～翌年１月３日、学校閉庁日：８月中旬の３日間 

  ※土日等に参観授業や行事を実施する場合は、「授業日」と同様の時間帯で対応します。 

  ※市や学校の行事、「ノー部活デー」、「定時退勤日」等の関係により変更する場合が 

   あります。 

 

２、緊急連絡時の対応について 

お子さまの命に関わる重大事案の

発生時の緊急連絡先 

（交通事故や犯罪・災害被害、虐

待いじめに関すること等） 

西脇市教育委員会学校教育課 

℡：22-3111（市役所代表につながります。） 

関係機関（消防・救急：１１９、警察：１１０ 

虐待事案：１８９） 

  ※留守番電話対応時間帯に、緊急連絡を西脇市役所に入れられる場合、オペレーターに 

お子様の「学校・学年・学級名」「生徒名」「連絡先（電話番号）」を確認させてい 

ただきますのでご了承願います。 


